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大西洋の海域においては、遠洋かつお・まぐろ漁業者の方は、地域漁業管理機関に登録された

港以外でくろまぐろの転載を行うことは禁止されています。登録港については以下のリストをご

参照ください。（関連法令：漁業の許可及び取締り等に関する省令第 59 条、同省令別表第８） 
（2023 年 4 月 20 日更新） 

くろまぐろの港内転載が可能な主要登録港リスト 
国名 港名 

Cape Verde Mindelo 
Iceland Reykjavik 
Maroc Tanger Vile 

Panama 
Cristobal 
Balboa 

South Africa Cape Town 
Espana Las Palmas 

 
注：最新の情報については ICCAT のホームページを参照ください。  
https://iccat.int/en/Ports.asp 
なお ICCAT の登録港のうち、当リストに記載のない港で大西洋くろまぐろの転載を行うことを

予定している場合は、以下の宛先までご連絡いただくようお願いいたします。 
 
問い合わせ（担当・連絡先） 
水産庁資源管理部国際課海洋漁業資源管理班 
住所：〒１００－８９０７  
   東京都千代田区霞ヶ関１丁目２番地１号 
電話：０３－３５０２－８２０４ 
ＦＡＸ：０３－３５９１－５８２４ 
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